
講義内容 

 講義１ 

１ コピーサービス 

２ 貸出しサービス 

３ 映画の上映 

４ 読み聞かせなどのイベント 

５ 関連サイトなどの紹介 

講義内容 

 講義２ 

１ 文化庁による図書館関係の規定についての検討と法改正 

２ 改正後はどうなるか 

３ 第 31 条第 3 項→第 7 項 

４ 第 31 条第 1 項第 1 号 

５ 改正法の施行日 

 

令和３年度 第２回 大分県公立図書館等職員研修会 

日 時  令和３年７月５日（月） １０：００～１６：２０ 

参加者  公立図書館等職員 ７８名 

 
 ＜研修趣旨＞                                     

公立図書館等の職員に対し、日常業務に伴って生じる課題を解決できるよう、知識やス

キルを学ぶことにより、県内全体での司書のスキルアップを図る。 

 ＜研修内容＞                                     

【講義１】 講義 「図書館サービスと著作権」 

      講師 国立国会図書館 調査及び立法考査局憲法調査室 

                      主 幹  南  亮一 氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【講義２】 講義 「最近の著作権法改正と新たな動き」 

      講師 国立国会図書館 調査及び立法考査局憲法調査室 

                      主 幹  南  亮一 氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【講義３】 講義 「著作権に係る疑問点（質疑応答）」 

      講師 国立国会図書館 調査及び立法考査局憲法調査室 

                      主 幹  南  亮一 氏 

事業報告 



講義内容 

 講義３ 質疑応答 

１ 雑誌や新聞のコピーについて 

２ 地図について 

３ その他コピー関係 

４ 図書館資料の保存のための複製 

５ 資料の電子送信関係 

６ BGM での音源の使用 

７ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜当日の様子（写真）＞                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜参加者感想＞                                    

  ◇実務で気になる点など説明してくれて参考になった。 

 

 ◇紹介していただいたサイト情報をスタッフで共有したい。 

 

  ◇具体例が多くとてもわかりやすかった。 

 

  ◇疑問点がいくつも解決した。 

 

  ◇内容もタイムリーだった。 

 

  ◇ちょうど良い情報量で、テンポも良くわかりやすかった。 

   


